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現行基本規程（2016/3/27施行） 基本規則制定案（2017/3/26施行） 備考 

 

第１章 総則 

 

第１条〔目  的〕 

 本規程は、公益財団法人日本サッカー協会（以下「本協会」

という。）の組織及び運営に関する基本原則を定める。 

 

第２条〔国際サッカー連盟等への加盟〕 

１．本協会は、日本サッカー界を代表する唯一の団体として、国

際サッカー連盟(Fédération Internationale de Football 

Association、以下「ＦＩＦＡ」という。)、アジアサッカー

連盟（Asian Football Confederation、以下「ＡＦＣ」とい

う。）及び東アジアサッカー連盟（East Asian Football 

Federation、以下「ＥＡＦＦ」という。）に加盟する。 

２．本規程においてサッカーとは、サッカー、フットサル、ビー

チサッカー、その他関連競技を広義に指すものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

第３条〔加盟団体及び選手等〕 

１．次の団体及び個人は、本規程及びこれに付随する諸規程並び

にＦＩＦＡ、ＡＦＣ及びＥＡＦＦの諸規程並びにスポーツ仲

 

 

 

（削除） 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本規則 

第１条〔目的〕 

 この規則は、定款第５条の２の規定に基づき、必要な事項を定

める。 

 

第２条〔遵守義務〕 

１． 次の団体及び個人は、定款、本規則、その他本協会が定める

諸規程（以下、単に「本協会の規程」という）並びにＦＩＦＡ、

 

 

 

 

 

 

 

定款 5条に規定済み 

 

 

 

 

 

 

基本規則第 8 条に規

定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

裁裁判所（Court of Arbitration for Sport、以下「ＣＡＳ」

という。）の仲裁関連規則のほか、本協会、ＦＩＦＡ、ＡＦ

Ｃ及びＥＡＦＦ並びにＣＡＳの指示、指令、命令、決定及び

裁定等を遵守する義務を負う。 

 

(1) 本協会に加盟する以下の団体（以下、「加盟団体」という。） 

①加盟チーム（本規程第３章第２節に定める。） 

②都道府県サッカー協会（本規程第３章第３節に定める。） 

③地域サッカー協会（本規程第３章第４節に定める。） 

④各種の連盟（本規程第３章第５節に定める。） 

⑤関連団体（本規程第３章第５節に定める。） 

⑥Ｊリーグ（本規程第３章第６節に定める。） 

⑦準加盟チーム（本規程第３章第７節に定める。） 

 

(2) 本協会に登録する以下の個人（以下、「選手等」という。） 

①選手 

②監督 

③コーチ 

④審判 

⑤加盟団体の代表者 

⑥本協会及び加盟団体の役職員その他の関係者 

 

第３条の２〔遵守事項及び禁止事項] 

１．加盟団体及び選手等は、国際サッカー評議会が定めるサッ

カー競技規則並びにＦＩＦＡが定めるフットサル競技規則及

びビーチサッカー競技規則を遵守しなければならない。 

 

２．加盟団体及び選手等は、ＦＩＦＡ又はＡＦＣによって正式

に定められかつ本協会並びに加盟団体及び選手等が服するべ

ＡＦＣ及びＥＡＦＦの諸規程並びにスポーツ仲裁裁判所

（Court of Arbitration for Sport、以下「ＣＡＳ」という。）

の仲裁関連のほか、本協会、ＦＩＦＡ、ＡＦＣ及びＥＡＦＦ並

びにＣＡＳの指示、指令、命令、決定及び裁定等を遵守する義

務を負う。 

(1) 本協会に加盟する以下の団体（以下、「加盟団体」という。） 

 

①都道府県サッカー協会 

②地域サッカー協会 

③各種の連盟 

④関連団体 

⑤Ｊリーグ 

 

(2) 本協会に登録する加盟するチーム（準加盟チームを含む） 

(3) 本協会に登録する以下の個人（以下、「選手等」という。） 

①選手 

②監督 

③コーチ 

④審判 

 

⑤本協会、加盟団体又は加盟チームの役職員その他の関係者 

 

第３条〔遵守事項及び禁止事項] 

１．加盟団体、加盟チーム及び選手等は、国際サッカー評議会

が定めるサッカー競技規則並びにＦＩＦＡが定めるフットサ

ル競技規則及びビーチサッカー競技規則を遵守しなければな

らない。 

２．加盟団体、加盟チーム及び選手等は、ＦＩＦＡ又はＡＦＣ

によって正式に定められかつ本協会並びに加盟団体、加盟チ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加盟団体と加盟チー

ムを区別する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

きとされた国際カレンダー並びに国際試合又は国際大会に関

する規定等を遵守しなければならない。 

 

３．加盟団体及び選手等は、フェアプレー、インテグリティ及

びスポーツマンシップの原則に忠実でなければならない。 

 

４．加盟団体及び選手等は、本協会及びＦＩＦＡの承認なしに、

他国の各国サッカー協会の領域におけるその主催試合及び競

技会に参加してはならない。 

５．加盟団体及び選手等は、本協会及びＦＩＦＡの承認なしに、

本協会以外の他国のサッカー協会に加盟してはならない。 

 

６．加盟団体及び選手等は、ＦＩＦＡの承認なしに、ＦＩＦＡ

への非加盟国協会又は大陸連盟の暫定メンバーと、試合を含

むスポーツ的な交流を持ってはならない。 

７．加盟団体及び選手等は、ＦＩＦＡの諸規程に別段の定めが

ある場合を除き、サッカーに関連した紛争を通常の裁判所に

提訴してはならない。 

 

第３条の３〔中立性及び差別の禁止〕 

１．本協会は、政治的及び宗教的に中立な立場でなければなら

ない。 

２．人種、性、言語、宗教、政治その他の事由を理由とする国

家、個人又は集団に対する差別は、いかなるものであれ厳格

に禁止されるものとし、これに反する場合には、本規程及び

懲罰規程に従って懲罰を科すものとする。 

 

第３条の４〔友好親善関係の促進〕 

本協会は、加盟団体及び選手等間の友好親善関係の促進に努める

ーム及び選手等が服するべきとされた国際カレンダー並びに

国際試合又は国際大会に関する規定等を遵守しなければなら

ない。 

３．加盟団体、加盟チーム及び選手等は、フェアプレー、イン

テグリティ及びスポーツマンシップの原則に忠実でなければ

ならない。 

４．加盟団体、加盟チーム及び選手等は、本協会及びＦＩＦＡ

の承認なしに、他国の各国サッカー協会の領域におけるその

主催試合及び競技会に参加してはならない。 

５．加盟団体、加盟チーム及び選手等は、本協会及びＦＩＦＡ

の承認なしに、本協会以外の他国のサッカー協会に加盟して

はならない。 

６．加盟団体、加盟チーム及び選手等は、ＦＩＦＡの承認なし

に、ＦＩＦＡへの非加盟国協会又は大陸連盟の暫定メンバー

と、試合を含むスポーツ的な交流を持ってはならない。 

７．加盟団体、加盟チーム及び選手等は、ＦＩＦＡの諸規程に

別段の定めがある場合を除き、サッカーに関連した紛争を通

常の裁判所に提訴してはならない。 

 

第４条〔中立性及び差別の禁止〕 

１．本協会は、政治的及び宗教的に中立な立場でなければなら

ない。 

２．人種、性、言語、宗教、政治その他の事由を理由とする国

家、個人又は集団に対する差別は、いかなるものであれ厳格

に禁止されるものとし、これに反する場合には、本協会の規

程に従って懲罰を科すものとする。 

 

第５条〔友好親善関係の促進〕 

本協会は、加盟団体、加盟チーム及び選手等間の友好親善関係の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ものとする。 

 

第３条の５〔公式言語〕 

本協会の公式言語は、日本語とする。 

 

第３条の６〔管轄権〕 

１．本協会は、サッカーに関連した国内的紛争事案（加盟団体、

選手等、仲介人及びライセンスを付与された試合エージェン

ト間に生じた紛争）に関する管轄権を有する。 

２．本協会は、ＦＩＦＡのみが、国際的紛争事案（異なる国の

サッカー協会又は大陸連盟に所属する団体又は個人の間に生

じた紛争）に関する管轄権を有することを認める。 

 

 

 

 

 

第２３６条〔スポーツ仲裁裁判所（ＣＡＳ）〕 

１．本協会は、加盟団体、選手等、仲介人及びライセンスを付与

された試合エージェントとの間での紛争を解決するために、

スイスのローザンヌに本部のある独立したＣＡＳを承認す

る。 

２．ＣＡＳスポーツ関係仲裁規則の規定は、手続に適用される。

ＣＡＳは、ＦＩＦＡの種々の規定と、それに加えて、スイス

法を適用する。 

 

第２３７条〔ＣＡＳの管轄〕 

１．本協会によって下された最終決定に対する不服申立は、当該

決定の通知から２１日以内にＣＡＳに提起されるものとす

促進に努めるものとする。 

 

第６条〔公式言語〕 

本協会の公式言語は、日本語とする。 

 

第７条〔管轄権〕 

１．本協会は、サッカーに関連した国内的紛争事案（加盟団体、

加盟チーム、選手等及びライセンスを付与された試合エージ

ェント間に生じた紛争）に関する管轄権を有する。 

２．本協会は、ＦＩＦＡのみが、国際的紛争事案（異なる国の

サッカー協会又は大陸連盟に所属する団体又は個人の間に生

じた紛争）に関する管轄権を有することを認める。 

 

第８条〔サッカーの定義〕 

本協会の規程においてサッカーとは、サッカー、フットサル、

ビーチサッカー、その他関連競技を広義に指すものとする。 

 

第９条〔スポーツ仲裁裁判所（ＣＡＳ）〕 

１．本協会は、加盟団体、加盟チーム、選手等及びライセンスを

付与された試合エージェントとの間での紛争を解決するため

に、スイスのローザンヌに本部のある独立したＣＡＳを承認

する。 

２．ＣＡＳスポーツ関係仲裁規則の規定は、手続に適用される。

ＣＡＳは、ＦＩＦＡの種々の規定と、それに加えて、スイス

法を適用する。 

 

第１０条〔ＣＡＳの管轄〕 

１．本協会によって下された最終決定に対する不服申立は、当該

決定の通知から２１日以内にＣＡＳに提起されるものとす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本規程第２条２項 

 

 

基本規程第 13 章

(CAS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

る。 

２．ＣＡＳへの不服申立の提起は、すべての他の内部の手続が使

い尽くされた後にのみ、ＣＡＳに対してなされることができ

る。 

３．ＣＡＳは、以下の事項から生ずる不服申立は取り扱わない。 

(1) 競技規則の違反 

(2) ４試合以下又は３ヶ月以内の出場停止 

(3) 本協会又はＡＦＣの規則に基づき認められた、独立かつ適法

に構成された仲裁機関に対して不服申立をすることのできる

決定 

４．不服申立は、第１項の最終決定の効力を中断させる効果は有

しないものとする。ただし、ＣＡＳは、不服申立に基づいて、

そのような中断させる効果を有する命令をすることができ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

２．ＣＡＳへの不服申立の提起は、すべての他の内部の手続が使

い尽くされた後にのみ、ＣＡＳに対してなされることができ

る。 

３．ＣＡＳは、以下の事項から生ずる不服申立は取り扱わない。 

(1) 競技規則の違反 

(2) ４試合以下又は３ヶ月以内の出場停止 

(3) 本協会又はＡＦＣの規則に基づき認められた、独立かつ適法

に構成された仲裁機関に対して不服申立をすることのできる

決定 

４．不服申立は、第１項の最終決定の効力を中断させる効果は有

しないものとする。ただし、ＣＡＳは、不服申立に基づいて、

そのような中断させる効果を有する命令をすることができ

る。 

 

第１１条〔改正〕 

 本規則の改正は、評議員会の決議を経て、これを行う。 

 

第１２条〔施行〕 

 本規則は、２０１７年３月２６日から施行する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本規則は評議員決

議 

 

 

 

 

 


